
下記、令和8年度日曜教室の概要内容をご確認いただきご了承の上お申し込みください。
令和8年度豊島区日曜教室（つばさＣＬＵＢ）の概要
●目標：仲間と共に学びあい交流を深めながら、地域での社会参加を通して、住民との相互理解をすすめるために日曜教室の運営に必要な事項を定めることを目的とする。
●応募資格：　令和8年４月１日現在、次のいずれかに該当する方
①１年以上知的障害者との関わりがある方
②各種教員免許のある方

③保育士、看護師、社会福祉士、介護福祉士などの資格のある方
　　※資格についてはご相談ください。
④日曜教室学習支援者が推薦する方

●スタッフ謝礼

①午前活動　１,７５０円(単位:回)

②午後活動　１,７５０円(単位:回)

③スタッフ会　１,１７０円(単位:回)

④グループリーダー（連絡調整）加算　２,３４０円(単位:回) (日曜教室活動日のみ加算)

⑤行事打合せ　２,３４０円(単位:回)

⑥実地踏査　４,６８０円(単位:回)※交通費、入場料金含む
※所得税として10%を徴収し、3ヶ月分をまとめて、翌月の末日ごろまでに口座振込でお支払いいたします。（平成２５年１月１日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得の源泉所得税を徴収する際、源泉徴収すべき所得税の額の2.1％相当額を復興特別所得税として併せて徴収します。）
●開催日：5月から2月の月2回　日曜日※開催しない月もあります。
●活動時間：9時から　朝スタッフ会

　受講生解散後から　午後スタッフ会　１５時３０分終了（予定）
●実施場所：西巣鴨中学校、南大塚地域文化創造館、心身障害者福祉センター等
●保険：活動中および往復中の事故に対しては保険に加入します。
●提出書類：　別紙の豊島区日曜教室のルールに同意された方は、下記の書類をご提出ください。

学習支援者登録申込書【表面】兼口座振込依頼書【裏面】
　　
［連絡先］
豊島区文化スポーツ部　生涯学習・スポーツ課　生涯学習グループ
〒17１-８４２２　豊島区南池袋２－４５－１　豊島区役所　７階　
電話：03（4566）2762　　月～金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
E-mail：A0014606@city.toshima.lg.jp
令和8年度豊島区日曜教室（つばさCLUB）


学習支援者申込みについて








